
告示第 76 号 

 

太子町高齢者等住宅改造費助成事業実施要綱（平成 5 年要綱第 7 号）の一部を

次のように改正し、令和 8 年 4 月 1 日から適用する。 

 

  令和 8 年 4 月 14 日 

 

兵庫県太子町長 沖 汐 守 彦 

 

 

第 4 条第 2 項を削る。 

第 9 条第 1 項第 4 号を削る。 


